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【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１０１ 地方自治法の規定による条例の制定又は改

廃の請求及び監査の請求をする場合の県議

会議員及び知事の選挙権を有する者の５０

分の１の数を告示する件

１０２ 地方自治法の規定による県議会の解散の請

求、知事の解職の請求及び主要公務員の解

職の請求をする場合の県議会議員及び知事

の選挙権を有する者の総数のうち４０万を

超える数に６分の１を乗じて得た数と４０

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数を告示する件

１０３ 地方自治法の規定による県議会議員の解職

の請求をする場合の鳴門選挙区における県

議会議員の選挙権を有する者の３分の１の

数を告示する件



【選挙管理委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１０４ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の規定による県教育委員会の教育長又は委

員の解職の請求をする場合の知事の選挙権

を有する者の総数のうち４０万を超える数

に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分

の１を乗じて得た数とを合算して得た数を

告示する件

１０５ 政治資金規正法の規定に基づき届出のあっ

た政治団体の名称等を公表する件

１０６ 政治資金規正法の規定に基づく政治団体の

届出事項の異動の届出があった件

１０７ 令和６年１０月２７日執行の衆議院小選挙

区選出議員選挙における候補者の選挙運動

に関する収支報告書の要旨を公表する件の

一部を訂正する件

【人事委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１０ 警察官昇任候補者名簿の確定

１１ 警察官昇任候補者名簿の失効

１２ 徳島県職員（大学卒業程度、短期大学卒業

程度、民間企業等職務経験者）採用候補者

名簿の確定

１３ 徳島県警察官採用候補者名簿の確定

１４ 採用候補者名簿の失効



徳
島
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
四
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

七
年
度
上
半
期
分
の
徳
島
県
病
院
事
業
、
徳
島
県
電
気
事
業
、
徳
島
県
工
業
用
水
道
事
業
、
徳
島
県
土
地

造
成
事
業
、
徳
島
県
駐
車
場
事
業
及
び
徳
島
県
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。
令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
企
画
総
務
部
財
政
課
に
備
え
置
い
て
、

公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
六
百
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出

が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

の

受

理

日

年

月

日

Ｓ
・
Ｍ
・
Ｓ
株
式
会
社

徳
島
市
昭
和
町
三
丁
目
三
二
番

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

徳
島
市
東
新
町
二
丁
目
二
〇
番

通
所
介
護

令
和
七
年
九
月

令
和
七
年
十
月

地

ー
満
福

地

四
日

三
十
一
日

有
限
会
社
円
満

同

国
府
町
中
四
四
八
番
地

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

同

庄
町
二
丁
目
二
二
番
地

同

同

同

十
一

ー
ゆ
う
き

一

二
十
九
日

月
一
日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
一
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
例
の
制
定

又
は
改
廃
の
請
求
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議

員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
一
、
八
九
六
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
の
解

散
の
請
求
、
同
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
解
職
の
請
求
及
び
同
法
第
八
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
主
要
公
務
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
県
議
会
議
員
及
び
知
事
の
選
挙
権
を
有
す

る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
五
、
八
〇
〇
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の

解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
鳴
門
選
挙
区
に
お
け
る
県
議
会
議
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の

数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

選

挙

区

名

数

鳴

門

一
五
、
三
一
八
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
教
育
委
員
会
の
教
育
長
又
は
委
員
の
解
職
の
請
求
を
す
る
場
合
の
知
事
の
選
挙
権

を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一
六
五
、
八
〇
〇
人



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

鳴
門
市
撫
養
町
黒
崎
字
清
水
九
五

令

和

七

年

秋

岡

大

喜

後

援

会

喜

瀬

慶

次

磨

見

義

彦

番
地

十

月

二

十

日

美
馬
市
脇
町
木
ノ
内
字
瀬
ノ
上

令

和

七

年

西

村

莉

奈

後

援

会

西

村

莉

奈

西

村

美

恵

三
六
八
八－

二

十

月

三

十

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

主
た
る
事
務
所
の

令

和

七

年

栗

本

た

か

ひ

ろ

後

援

会

栗

本

敬

浩

阿
南
市
新
野
町
是
国
九
九－

一

阿
南
市
新
野
町
新
田
一
四
二－

三

所
在
地

十

月

十

五

日

令

和

七

年

田

村

と

し

や

後

援

会

田

村

誠

代
表
者
の
氏
名

田

村

誠

田

村

俊

政

七

月

二

十

九

日



徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
七
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
の
あ
っ
た
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区

選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
候
補
者
仁
木
博
文
の
出
納
責
任
者
岩
田
元
宏
か
ら
訂
正
の
報
告
が
あ
っ
た

の
で
、
令
和
六
年
十
月
二
十
七
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
を
公
表
す
る
件

（
令
和
六
年
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史















徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
二
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
大
学
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

司

書

二
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
及
び
十
一
月
七
日

徳
島
県
職
員
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

○
第
一
次
試
験

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

農

業

四
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
及
び
十
一
月
七
日

徳
島
県
職
員
採
用
試
験

(

民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
（
第
二
回
）)
○
第
一
次
試
験

行
政
事
務
以
下
五
試
験
区
分

三
十
七
名

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

徳
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

○
第
二
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
十
一
月
一
日
、
三
日
、
八
日
及
び
十
五
日

徳
島
県
職
員
採
用
試
験(

就
職
氷
河
期
世
代)

○
第
一
次
試
験

令
和
七
年
九
月
二
十
八
日

行

政

事

務

十
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
八
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
三
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

警
察
官
Ｂ
（
男
性
）
採
用
共
同
試
験

（
徳
島
県
志
望
者
）

○
第
一
次
試
験

令
和
七
年
十
月
十
九
日

三
十
二
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
七
日
、
十
二
日
及
び
十
三
日

徳
島
県
警
察
官
Ｂ
（
女
性
）
採
用
試
験

○
第
一
次
試
験

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
七
年
十
一
月
二
十
日

令
和
七
年
十
月
十
九
日

二
十
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
七
日
及
び
十
二
日

徳
島
県
警
察
官
Ａ
（
キ
ャ
リ
ア
ア
ピ
ー
ル
）
採
用
試
験

○
第
一
次
試
験

令
和
七
年
十
月
十
九
日

九
名

○
第
二
次
試
験

令
和
七
年
十
一
月
十
二
日
及
び
十
三
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
十
四
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿
は
、
令

和
七
年
十
一
月
二
十
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

採

用

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
職
員
（
大
学
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
六
年
十
一
月
十
三
日

徳
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日

徳
島
県
警
察
官
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日


